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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記を具備する、基地局と遠隔局を有する通信システムにおいて情報信号の伝送を改良
するための方法：
　　　　前記通信システムが、第１および第２の伝送リンクを介して情報信号を送信する
ことから益を得るか否かを判断する；
　　　　前記通信システムが、前記第１および第２の伝送リンクを介して前記情報信号を
送信することから益を得るならば、：
　前記情報信号を符号化し、符号化情報信号を提供する；
　前記符号化情報信号から選択された第１部分のビットと第２部分のビットを各々が有す
る少なくとも第１および第２伝送信号を形成する；および
　それぞれ前記第１および第２の伝送リンクを介して前記少なくとも第１および第２伝送
信号の各々を伝送する；
　　　　しかし、前記通信システムが、第１および第２の伝送リンクを介して情報信号を
送信することから益を得ないならば、：
　　　　前記情報信号を符号化し、符号化情報信号を提供する；および
　　　　単一の伝送リンクを介して前記符号化情報信号を伝送する。
【請求項２】
　前記第１および第２の伝送リンクは前記遠隔局と単一基地局との間に形成される、請求
項１の方法。
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【請求項３】
　前記第１および第２の伝送リンクは異なる伝送チャネル上に確立される、請求項２の方
法。
【請求項４】
　前記第１および第２の伝送リンクは前記遠隔局と複数の基地局との間に形成される、請
求項１の方法。
【請求項５】
　前記第１および第２の伝送信号は単一ウオルシュコードと混合される、請求項４の方法
。
【請求項６】
　前記第１および第２の伝送リンクの各々の伝送信号は同一ウオルシュコードと混合され
る、請求項４の方法。
【請求項７】
　前記通信システムが、第１および第２の伝送リンクを介して情報信号を送信することか
ら益を得るか否かを判断することは、
　前記情報信号の伝送電力値が、所定のレベルを越えているかを判断することを備える、
請求項１の方法。
【請求項８】
　前記通信システムが、第１および第２の伝送リンクを介して情報信号を送信することか
ら益を得るか否かを判断することは、
　利用可能な拡散コードの数が所定のレベルを越えているかを判断することを、さらに備
える、請求項７の方法。
【請求項９】
　前記情報信号を符号化し、符号化情報信号を提供することは、
　レートR=1／nコードを用いて前記情報信号を符号化することを備える、ここにおいて
　nは出力ビットの数を示す整数値である、請求項１の方法。
【請求項１０】
　前記第１伝送信号および第２伝送信号を形成することは、
　前記符号化情報の交互のビットを、前記第１伝送信号および第２伝送信号に割り当てる
、請求項９の方法。
【請求項１１】
　下記を具備する、通信システムにおいて情報信号の伝送を改良するためのシステム：
　前記通信システムが、第１および第２の伝送リンクを介して情報信号を送信することか
ら益を得るか否かを判断する手段；
　前記情報を符号化し、符号化情報信号を提供する手段；
　前記通信システムが、前記第１および第２の伝送リンクを介して前記情報信号を送信す
ることから益を得るか否かを判断する手段に応じて、前記符号化情報信号から、第１部分
のビットと第２部分のビットを各々が有する少なくとも第１伝送信号および第２伝送信号
を形成する手段；および
　前記第１および第２の伝送リンクを介して、前記少なくとも第１伝送信号および第２伝
送信号の各々を送信する手段、ここにおいて、前記送信する手段は、
　さらに、前記判断する手段に応じて、単一の伝送リンクを介して前記符号化情報信号を
送信するように代替的に構成される。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は一般に通信に関し、特に通信システムにおける情報信号の伝送の改良に関する
。
【０００２】
【関連出願の記載】
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雑音があるチャネルに対する通信リンクの品質は信号のエネルギー対干渉雑音比Ｅｂ／Ｎ
ｏに依存する。通信リンクに対して必要なビットエラーレートを得るためには特別なＥｂ
／Ｎｏが必要である。ビットエラーレートはチャネル伝搬特性を含むいくつかのパラメー
タの関数である。目標のＥｂ／Ｎｏに到達するために、送信器は十分な電力で信号を送信
しなければならない。実際問題として、この種の通信システムは電力が制限される。電力
が制限されたシステムにおいて、送信器は所望のビットエラーレートを維持するのに必要
な電力量を必然的に送信することができない。ＣＤＭＡシステムにおいて、システムの各
リンクにより必要とされる電力の合計がシステムの全能力を決定する。従って各通信リン
クは実行できる最も低いＥｂ／Ｎｏを必要とすることが望ましい。
【０００３】
ＣＤＭＡシステムにおいて、必要なＥｂ／Ｎｏを低減するために、伝送されるデータを符
号化することができる。多くの異なるエンコーダが技術的に知られている。例えばコンボ
ルーショナル(convolutional)およびターボ(turbo)エンコーダはこの目的に適している。
すべての適したエンコーダは符号化された情報信号の冗長度を作るという同じ基本的な仕
事を行なう。そのような符号化技術において、各符号化されたビットは複数の入力ビット
の関数である。
【０００４】
例えば、図１のエンコーダシステムはＣＤＭＡ通信システムの必要なＥｂ／Ｎｏを低減す
るために使用するのに適した冗長符号化信号を供給するために使用することができる。エ
ンコーダシステム１のＲエンコーダ４はｋ情報ビットのストリーム(stream)を受信し、ｎ
個の符号化ビットのより大きなストリームを出力する。この場合Ｒは符号レートである。
コードレートＲは単位時間あたり符号化ビットｎの数に対する単位時間あたり情報ビット
ｋの数の比である。従ってＲ＝ｋ／ｎであり、ｎ＝ｋ／Ｒである。レートＲエンコーダ４
の出力における符号化ビットストリーム６のｎビットは伝送チャネル８を介して伝送可能
である。レートＲでコーダ１２はレートＲエンコーダ４により行なわれる動作の逆である
復号動作を行なう。すなわち、レートＲデコーダ１２は、レートＲエンコーダ４に入力さ
れたｋ情報ビット２に実質的に等しいｋ情報ビット１４に受信したｎ符号化ビット１０を
変換する。ＣＤＭＡシステムにおいて、一般に、レートＲ＝１／２またはＲ＝１／３であ
る。
【０００５】
同様の符号化技術に対して、より低いコードレートＲは同じビットエラーレートを得るた
めにより低いＥｂ／Ｎｏを可能にすることが知られている（但し、１／３は１／２より「
低い」と理解される）。しかしながら、この性能の改良は、コードレートＲが低すぎると
無視できるようになる。一般に、Ｒ＝１／６以下ではさらなる改良はほとんど生じない。
さらに、コードレートＲが小さくなるに従って符号化ビットの数が増大するので、Ｒ＝１
／６により低いコードレートに対して必要な多数の符号化ビットを送信することは望まし
くないまたは可能ですらない。一般に１／２と１／３のコードレートが望ましい。
【０００６】
より低いコードレートの使用は望ましいけれども、ＣＤＭＡ通信システムにおいて必要な
Ｅｂ／Ｎｏを低くするので、そうすることによってシステム能力を低下するような全体の
悪影響を有するならより低いコードレートを使用することは望ましくないとみなす。
【０００７】
より低いコードレートはより高いコードレートよりも多くの伝送のためのビットを発生す
る。例えばシステムに関するコードレートが１／２から１／４に減少すると、システムに
より伝送するのに必要な符号化ビットの数を２倍にするであろう。従って遠隔局と基地局
との間の帯域幅はそのようなコードレートの減少を支持するために２倍にする必要がある
であろう。
【０００８】
ＣＤＭＡシステムにおいて、符号化されたビットストリームを直交的に拡散するために使
用されるウオルシュ(Walsh)コードの長さを半分にすることにより順方向リンクに関する
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実効的な帯域幅を２倍にすることができるであろう。例えば６４ビットから３２ビットに
ＣＤＭＡシステムで使用されるウオルシュコードの長さを半分にすることにより、与えら
れたデータストリームは符号化ビットの半分の数で順方向リンクを伝送できるであろう。
ウオルシュコードの長さを減少することは、実効的に遠隔局と基地局との間の帯域幅を増
大するけれども、ウオルシュコードの長さを低減することは望ましくない。なぜならそう
することによりウオルシュコードのたまりpool)を減少するからである。技術的によく知
られているように、ウオルシュコードの減少したたまりは、システムがサポートできるユ
ーザの数を減少させる。システムがすべてのウオルシュコードをユーザに割当てた時、そ
れ以上ユーザをシステムに追加できない。なぜならシステムは「コード制限されている」
と言われているからである。
【０００９】
システムの拡散コードの数は制限されているので、低コードレートＲを用いて得られる利
得の利点はさらなる拡散コードの使用という不利点により相殺され得る。従って、ＣＤＭ
Ａ通信システムの各ユーザにより使用されるコードレートＲを減少することはユーザ当り
の必要なＥｂ／Ｎｏを改善するけれども、拡散コードの不足を作ることによりユーザの数
も制限される。準直交関数(quasi-orthogonal function)を用いて、または多重スクラン
ブル（multiple scrambling)（ＰＮ）コードを用いて、さらに拡散コードを作る方法も存
在するけれども、これらの技術は最後の手段として使用される。何故なら、これらの技術
はシステムの全体の干渉レベルを著しく増大させるからである。
【００１０】
コード制限される他に、基地局が送信できる電力量の制限により所定時間にシステムがサ
ポートできるユーザ数が制限されるかもしれない。許容されるよりもさらに多くの電力を
送信することは、隣接するセルにより許容できない干渉を生じるであろう。新しいユーザ
がシステムに追加されると、基地局により送信される電力量は増大するであろう。基地局
が送信できる電力量に制限があるので、送信できる合計電力量によりユーザ数が制限され
るかもしれない。それゆえ、たとえ利用可能なさらなる拡散コードがあるとしても、ユー
ザ数は基地局により送信可能な電力量により制限されるであろう。基地局は、電力送信制
限により所定時間にサポートできるユーザ数が制限されるので、システムは「電力制限さ
れる」と言われる。
【００１１】
遠距離通信システムの性能－通常アーラン(Erlangs)、ビット／秒、ユーザ数で測定され
る性能を改良するために、コード制限と電力制限の両方を考慮する必要がある。所望とさ
れるものは、システムがコード制限されるとともに電力制限されることを考慮して、遠距
離通信システムが同時にサポート可能なユーザ数でしばしば測定される遠距離通信システ
ムのシステム性能を増大する方法である。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
基地局と遠隔局を有する通信システムにおいて情報信号の伝送を改良するための方法が開
示される。第１および第２の伝送リンクが遠隔局を用いて確立される。基地局信号は符号
化されて、情報信号よりもより多くのビットを有する符号化された情報信号を供給する。
第１および第２の伝送信号が供給され、各伝送信号は符号化された情報信号から選択され
たビットを有する。第１および第２の伝送信号は各々、それぞれ第１および第２の伝送リ
ンクの一方により遠隔局に伝送される。遠隔局は遠隔局により送信された第１および第２
の伝送信号を受信して結合し結合された符号化信号を供給する。結合された符号化信号は
遠隔局によりデコードされ情報信号を供給する。第１および第２の伝送リンクは遠隔局と
単一の基地局との間にまたは遠隔局と２つの異なる基地局との間で作ることができる。
【００１３】
【発明の実施の形態】
この発明の特徴、目的および利点は、同じ参照符号は全体を通して対応するエレメントを
識別する図面と一緒に下記詳細な説明からより明白となるであろう。
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【００１４】
図２はこの発明の一実施例に従う信号伝送方法２００のブロック図である。信号伝送方法
２００において、遠隔局に伝送される基地局情報ビットストリームはブロック２４２にお
いて符号化のために受信される。次にプロセスはブロック２４４に移動する。
【００１５】
ブロック２４４において、情報ビットストリームは低レート符号化ビットストリームに符
号化され、ビットを遠隔局に伝送するのに必要な要求されるＥｂ／Ｎｏを減少する（上述
したように、より低いコードレートはより高いコードレートよりもより多くのビットを発
生するが、同じ品質のサービスを得るためにより少ない伝送電力を必要とする）。例示実
施例において、エンコーダはレート１／４ターボエンコーダである。他の実施例において
、種々のエンコーダレートおよび種類を使用することができる。例示実施例において、１
／４レート符号化ビットストリームの奇数ビット群は１／２レート符号化ビットストリー
ムを構成し、偶数ビット群は第２の１／２レート符号化ビットストリームを構成する。言
い換えれば、ビット１、３、５等は１つの１／２レート符号化ビットストリームを構成し
、ビット２、４、６等は別個の１／２レート符号化ビットストリームを構成する。しかし
ながら、全ビットは１／４レート符号化ビットストリームからなる。上述した実施例にお
いて、１／４レート符号化ビットストリームは、上で参照した低レート符号化ビットスト
リームである。他の実施例において、異なる組合せのビット群が２つの１／２レートスト
リームを構成するようにビット群が配置される（例えば最初のｎ／２ビットが１つの１／
２レート符号化ビットストリームからなり、第２のｎ／２ビットが第２の１／２レート符
号化ビットストリームを構成する）。上記実施例において、低レート符号化ビットストリ
ームが少なくとも１つの標準ビット符号化ビットストリームから構成されるという事実は
、ブロック２５０を参照して後述する２つのチャネルに伝送するために使用可能な単一ビ
ットストリームのみをエンコーダが形成可能にし、さらに単一ビットストリームはブロッ
ク２５２において単一ビットストリームの一部を単一チャネルで伝送するために使用可能
にさせる。さらに他の実施例において、エンコーダは２つの別箇のビットストリームを形
成する。１つは低レートで符号化され１つは標準レートで符号化される（例えば、それぞ
れ１／４レートと１／２レート）。この他の実施例において、低レート符号化ビットスト
リームは２つの標準レート符号化ビットストリームで構成される必要は無い。この実施例
において、プロセスがブロック２５０に分岐するとき、低レート符号化ビットストリーム
が伝送のために使用され、プロセスがブロック２５２に分岐するとき別箇の標準レート符
号化ビットストリームが伝送のために使用される。
【００１６】
次にプロセスはブロック２４４から判断ブロック２４６に移動する。ブロック２４６は、
単一標準レート符号化ビットストリームが単一チャネルで伝送すべきかあるいは低レート
符号化ビットストリームが２つのチャネルを介して一部分伝送すべきかを判断する判断ブ
ロックを表す。ＣＤＭＡ通信システム内のいかなるパラメータもブロック２４６の判断の
基礎として使用できる。判断ブロック２４６で使用するためのパラメータを選択する唯一
の規準はなんとかして通信システムを最適化するために使用することができる。従って、
判断ブロック２４６においてなされる品質判断は多数の異なる品質要因のいずれかに基づ
いて行なうことができる。判断を行なう直接的な方法は、高電力レベルで送信しているこ
とを送信器に認識させ（例えば基地局の送信電力容量の１０％以上が所定の遠隔局に使用
されていることを認識する）、そして送信器が１つの伝送ストリームから２つの伝送スト
リームに切替えなければならないことを認識させることである。
【００１７】
一実施例において、ブロック２４６において、単一標準レート符号化ビットストリームと
してデータを伝送するために利用される送信電力量が所定のしきい値を越えているか否か
が判断される。所望ビットエラーレートを維持するために必要な伝送の電力レベルが増大
されるが、電力レベルは無制限に増大することはできない。従って、判断ブロック２４６
において、ビットエラーレートを維持するために「過度の」伝送電力が必要か否かの判断
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が行なわれる。伝送電力が「過度である」と判断されるなら、プロセスはブロック２５０
に進み、低レート符号化ビットストリームが２つのチャネルを介して伝送される。
【００１８】
一実施例において、判断ブロック２４６において、現在利用可能な拡散コードの数が所定
の第１のしきい値を超えているか否かもチェックされる。そのような場合、「過度の」電
力が判断されなければならないだけでなく、プロセスがブロック２５０に進むために、利
用可能な拡散コードの数は第１のしきい値を超えていなければならない。一実施例におい
て、第１のしきい値はゼロであり、少なくとも１つの利用可能な拡散コードが存在しなけ
ればならないことを意味する。データを２つのチャネルを介して伝送することにより電力
を低減することが望ましいが、このチェックは、第２チャネルに割当てるためのコードが
利用可能である必要があるので行なわれる。
【００１９】
一実施例において、判断ブロック２４６において、遠隔局がソフトハンドオフ(soft-hand
off)状態にあるかまたはソフタハンドオフ(softer-handoff)状態にあるかが判断される。
技術的に知られているように、遠隔局がソフトハンドオフまたはソフタハンドオフ状態に
あるとき、遠隔局は、１つ以上のセルサイトセクタ(cell site sector)を用いて通信チャ
ネルを開かせる。以下、ソフトハンドオフとソフタハンドオフの両方を参照するためにソ
フトハンドオフが使用される。遠隔局がソフトハンドオフの状態にあるなら、プロセスは
ブロック２５０に進む。プロセスがブロック２５０に進む理由は以下の通りである。一般
的なシステムにおいて、各セクタは、セクタ当り１チャネルを用いて同じ標準符号化ビッ
トストリームを伝送するであろう。この実施例の方法を用いればこの場合特別なチャネル
を使用しない。なぜなら２つのチャネルしか必要とせず、それらはとにかくソフトハンド
オフの期間一般的なシステムで使用されていたであろう。従ってブロック２５０に進むこ
とは、特別なチャネルを使用せず、さらに以下にブロック２５０を参照して述べられる利
得を生じる。すなわち、低符号化レートビットストリームを伝送するときは、標準符号化
レートビットストリームを伝送するときよりも少ない電力を使用することができる。この
関係は、遠隔局がソフトハンドオフ状態にある間従来システムでそうであったように、同
じ標準符号化ビットストリームが複数のチャネルに伝送されるときでさえも正しい。従っ
て、得ることのできる省電力機能からの増大したシステム性能により、遠隔局がソフトハ
ンドオフ状態にあるとき、プロセスはブロック２５０に進む。
【００２０】
一実施例において、遠隔局に伝送するために「過度の」電力が使用されていると判断され
るか否かに関係無く、ブロック２４６において所定の第２のしきい値を用いてブロック２
５０に進むか否かを判断することができる。そのような場合に、利用可能な拡散コードの
数が第２しきい値を超えており、従って、問題になっている呼のための特別のコードを用
いることがシステム能力を低減するであろうコードの不足につながらないことを示してい
るなら、遠隔局に伝送するために使用される電力量が過度であるか否かに関係なくプロセ
スはブロック２５０に進むであろう。この場合、送信器の電力は過度でないかもしれない
けれども、送信器の電力を相当量低減することは依然として無線システムの利益になる。
なぜならば、他のセルとの干渉の可能性を低減するからである。現在拡散コードの不足は
無く、近いうちに拡散コードの不足がある可能性は低いので、（利用可能なコードの数を
第２しきい値と比較することにより決定されるように）、拡散コードの１つを用いて送信
電力を低減し、システム性能を増大させることは、有益である。
【００２１】
技術に熟達した者は、判断ブロック２４６が上述した実施例のいずれの組合せでも使用す
ることができ、または２つのチャネルを横断して特定の遠隔局にデータを伝送することが
通信システムを最適化するか否かを判断することができる他の実施例のいずれかを使用す
ることができ、低レート符号化ビットストリームが２つのチャネルに伝送されるブロック
２５０に進むか否かを判断することを理解するであろう。判断ブロック２４６において使
用できる１つの簡単な実施例はフラッグ、変数またはレジスタの設定をチェックし、通信
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システムが、２つのチャネルを横断して特定の遠隔局にデータを伝送することによって益
を得るか否かを判断する。これは、２つのチャネルが伝送のために使用されなければなら
ないという複雑な判断が最初に成され、その後に、単一のインジケータビットまたは複数
ビットを含むメッセージ、これらは共に以降インジケータメッセージと呼ぶが、遠隔局に
送られ、将来、所定の時に、低レート符号化ビットストリームが２つのチャネルに伝送さ
れることを示す通信システムに、有用である。次に、フラッグが遠距離通信システムに設
定され、所定の時に２つのチャネルを横断して将来ビットストリームが伝送されなければ
ならないことを示す。そのような場合、まさにフラッグがブロック２４６においてチェッ
クされる必要があるであろう。
【００２２】
ブロック２４６において、通信システムが、２つのチャネルを横断して特定の遠隔局にデ
ータを伝送することによって益を得ると判断されるならば、プロセスはブロック２５０に
進む。そうでなければ、プロセスはブロック２５２に進む。
【００２３】
ブロック２５０において、遠距離通信システムは、低レート符号化ビットストリームの第
１部分が第１チャネルで伝送され、第２部分が第２チャネルで伝送されるように基地局と
通信するモードを使用する。一実施例において、低レート符号化ビットストリームを構成
する２つの別箇の標準レート符号化ビットストリームが第１および第２のチャネルを介し
て伝送される。例えば、低レート符号化ビットストリームが、奇数ビットの標準１／２レ
ート符号化ビットストリームと偶数ビットの標準１／２レート符号化ビットストリームの
両方からなる１／４レートビットストリームであるならば、ストリームの奇数ビットは第
１チャネルを介して伝送され、偶数ビットは第２チャネルを介して伝送される。上述した
実施例において、伝送された部分は長さが等しい。しかしながら、この発明はそのような
実施例に限定されない。他の実施例において、可変長の部分を複数のチャネルで伝送する
ことができる。例えば、符号化ビットストリームはそのビット群の１／３を第１チャネル
で伝送し、そのビット群の残りの２／３を第２チャネルで伝送するかも知れない。１つよ
りも２つのチャネルを使用することは通信システム内により高い利得を生じる。第２の伝
送チャネルは必要な場合あるいは使用状態にあり得る場合に確立することができる。
【００２４】
符号化ビットストリームが形成された後、各ビットストリームは、手近の特定のシステム
のためのトラフィックチャネル要件に従って伝送される。例えば、熟達した人に知られて
いるように、ｃｄｍａ２０００システムにおいて、順方向リンクチャネルの符号化ビット
ストリームはインターリーブされ、ウオルシュコードによりカバーされ、ＰＮシーケンス
を用いて拡散され四相位相変調（ＱＰＳＫ）を用いてデジタルに変調される。このように
して信号伝送を行なうことは、基地局が１つよりはむしろ２つのウオルシュコードを使用
する必要がある。なぜなら１つの代わりに２つのチャネルが使用されるからであることが
理解されるであろう。さらに、このようにして信号伝送を行なうと、単一チャネルのみが
使われていたならば、ブロック２５０の伝送チャネルの各々の伝送電力は所望のビットエ
ラーレートを維持するのに必要な伝送電力の１／２未満であり得る。従って符号化情報信
号を伝送するために必要なピーク電力は１／２以上低減する。
【００２５】
このモードでデータを送信すると、通信システムは、下位コードレートでビットストリー
ムを受信開始する必要があることを遠隔局に示す必要があり、この場合、ビットストリー
ムは複数のチャネルのうちで一部分が送信される。ブロック２４６に関連して述べるよう
に、この表示は、このモードでデータ伝送が開始する時点前にインジケータメッセージと
して伝送することができる。あるいは、その代わりに、１つ以上のインジケータビットは
ビットストリームがブロック２５０において伝送されると実質的に同時に伝送することが
できる。例えば、２つのチャネルを横断してビットストリームを受信するかどうかを判断
するために、ビットストリームの開始の直前または開始時に携帯電話が監視する別箇のチ
ャネルが存在し得る。これは、いくつかの遠隔局が専用の第２のウオルシュコードを共有
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し、遠隔局にそうするように命令するインジケータビットを受信直後に専用ウオルシュコ
ードを用いて第２のチャネルを遠隔局が復号を開始することができる遠距離通信システム
に価値があるであろう。
【００２６】
次にプロセスはブロック２４２に戻る。
【００２７】
ブロック２４６に戻り、通信システムは２つのチャネルを横断して特定の遠隔局にデータ
を伝送することにより益を得ないと判断されるならば、プロセスはブロック２５２に進む
。ブロック２５２において、標準レート符号化ビットストリームは第１チャネルを介して
伝送される。ある実施例、すなわちエンコーダが単一低レート符号化ビットストリームを
形成する実施例において、伝送される標準レート符号化ビットストリームは低レート符号
化ビットストリームから抽出される。例えば、奇数ビットは標準レート符号化ビットスト
リームを形成するために抽出することができる。代わりの実施例において、エンコーダが
低レート符号化ビットストリームおよび標準符号化ビットストリームの両方を形成する実
施例において、ビットの抽出は必要ない。そのような実施例において、標準レート符号化
ビットストリームは単に第１チャネルに伝送される。次に、プロセスはブロック２４２に
戻る。
【００２８】
技術的に熟達した人は、代わりの実施例において、ブロックは図２に表される順番である
必要はないことが理解される。例えば、技術的に熟達した人は、ある代わりの実施例にお
いて、ブロック２４４とブロック２４６を入れ替え、符号化ビットストリームの発生前に
低レート符号化ビットを伝送するか否かの判断をすることができることが理解される。符
号化ビットストリームの発生前に低レート符号化ビットストリームを伝送するか否かの判
断がなされる一実施例は図５に示される。
【００２９】
図５はこの発明の一実施例に従う信号伝送方法１２４０の代わりのブロック図である。信
号伝送方法１２４０において、遠隔局に伝送される基地局情報ビットストリームはブロッ
ク１２４２において符号化するために受信される。
【００３０】
次に、プロセスはブロック１２４２からブロック１２４６に移動する。ブロック１２４６
は判断ブロックであり、単一標準レート符号化ビットストリームは単一チャネル上に伝送
すべきかまたは低レート符号化ビットストリームは一部分２つのチャネルを介して伝送す
べきか判断する。ＣＤＭＡ通信システム内のパラメータは、判断ブロック１２４６の判断
の基礎として使用可能である。判断ブロック１２４６で使用するためのパラメータを選択
するための唯一の基準は、パラメータが何らかの方法で通信システムを最適化するために
使用することができるかどうかである。従って、判断ブロック１２４６において成される
品質判断は多数の異なる品質要因の１つに基づいて行なうことができる。その判断を行な
う直接的な方法は、高電力レベルで送信していることおよび１つの送信ストリームから２
つの送信ストリームに切替えなければならないことを送信器に認識させることである。
【００３１】
一実施例において、ブロック１２４６において、単一標準レート符号化ビットストリーム
としてデータに伝送するために利用される伝送電力量が所定のしきい値を超えているか否
か判断する。伝送の電力レベルは、所望のビットエラーレートを維持するために必要に応
じて増大されるが、電力レベルは無制限に増大することはできない。従って、判断ブロッ
ク１２４６において、ビットエラーレートを維持するために「過度の」伝送電力が必要か
どうかの判断がなされる。伝送電力が「過度である」と判断されると、プロセスはブロッ
ク１２４４１に進み、低レート符号化ビットストリームが発生され、次にブロック１２５
０において２つのチャネルを介して伝送される。これは、過度に高電力レベルで遠隔局に
信号を伝送する基地局が２つのチャネルを介して下位コードレートで信号を伝送すること
により伝送電力レベルを著しく低減することができるので生じる。得られる伝送電力の著
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しい低減により、この場合システム能力は、この遠隔局への伝送電力が過度のままであり
ウオルシュコードが保存されたときよりも、ウオルシュコードの損失があっても、大きく
なりがちである。
【００３２】
一実施例において、判断ブロック１２４６において、現在利用可能な拡散コードの数が第
１しきい値を超えているか否かもチェックされる。そのような場合、プロセスがブロック
１２４４１に移動するために「過度の」電力が判断されなければならないばかりでなく、
利用可能な拡散コードの数が第１しきい値を超えてなければならない。ある実施例におい
て第１しきい値はゼロであり、少なくとも１つの利用可能な拡散コードがなければならな
いことを意味する。２つのチャネルを介してデータを伝送することにより電力を低減する
ことが望ましいが、コードは第２のチャネルに割当てるために利用可能である必要がある
ので、このチェックは行なわれる。
【００３３】
一実施例において、判断ブロック１２４６において、遠隔局がソフトハンドオフまたはソ
フタハンドオフ状態にあるか否が判断される。技術的に知られているように、遠隔局がソ
フトハンドオフまたはソフタハンドオフ状態にあるとき、遠隔局は１つ以上のセルサイト
セクタを介して通信チャネルをオープンさせる。以下、ソフトハンドオフはソフトハンド
オフとソフタハンドオフの両方を参照するために使用される。遠隔局がソフトハンドオフ
状態にあると判断されるなら、プロセスはブロック１２４４１に進み、以下に述べるよう
に低レート符号化ビットストリームが発生され、次に、ブロック１２５０において伝送さ
れる。一般的なシステムにおいて、各セクタはセクタあたり１つのチャネル（ウオルシュ
コード）を用いて同じ標準符号化ビットストリームを伝送するであろう。この実施例の方
法を用いるとこの場合特別なチャネルを使用しない。何故なら２つのチャネルしか必要で
なく、それらはとにかく一般的なシステムにおいて、ソフトハンドオフの期間使われてい
たであろう。従って、ブロック１２４４１に進み，次にブロック１２５０に進むことは特
別なチャネル（ウオルシュコード）を使用しないけれども、ブロック１２４４１および１
２５０を参照して記述される利得を生じる。すなわち、標準符号化レートビットストリー
ムを伝送するときよりも下位符号化レートビットストリームを伝送するとき少ない電力を
使用することができる。これは遠隔局がソフトハンドオフの状態のとき一般的なシステム
における場合と同じ標準符号化ビットストリームが複数のチャネルに伝送されるときでさ
えも真である。従って、遠隔局がソフトハンドオフの状態にあるときに、得ることのでき
る電力節約からの増大したシステム性能により、プロセスはブロック１２４４１に移動し
、次に、ブロック１２５０に移動する。
【００３４】
一実施例において、ブロック１２４６において、所定の第２のしきい値を用いて「過度の
」電力が遠隔局に伝送するために使用されていることを判断するか否かに関係なく、ブロ
ック１２４４１に進むか否か判断することができる。そのような場合、利用可能な拡散コ
ードの数が第２のしきい値を超えており、従って問題となっている呼のための特別コード
がシステム能力を低減するコード不足を生じなさそうならば、遠隔局に伝送するために使
用される電力量が過度か否かに関係なく、プロセスはブロック１２４４１に進むであろう
。この場合、送信器の電力は過度でないかもしれないけれども、他のセルとの干渉の可能
性を低減するので、送信器の電力を相当量低減することは無線システムの利益になる。現
在拡散コードの不足は無く、（利用可能なコードの数を第２のしきい値と比較することに
より決定されるように）近いうちに拡散コードの不足がある可能性は低いので、拡散コー
ドの１つを用いて伝送電力を低減し、システム性能を増大することは有益である。技術的
に熟達した人は、低レート符号化ビットストリームが２つのチャネル上に伝送されるブロ
ック１２４４１に進むか否かを判断するために、判断ブロック１２４６は上記実施例のい
ずれかの組合せを使用することができ、または２つのチャネルを介して特定の遠隔局にデ
ータを伝送することが通信システムを最適化するかどうかを判断することができる他のい
ずれかの実施例を使用することができることを理解するであろう。判断ブロック１２４６
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において使用可能な１つの簡単な実施例は、フラッグ、変数、またはレジスタの設定をチ
ェックし、２つのチャネルを介して特定の遠隔局にデータを伝送することによって通信シ
ステムが益を得るかどうかを判断することである。これは、２つのチャネルを伝送のため
に使用するかという複雑な判断を最初に行い、その後で、インジケータメッセージを遠隔
局に送信し低レート符号化ビットストリームが将来の所定の時に２つのチャネル上に伝送
されるであろう通信システムに有効である。次にフラッグが遠距離通信システムに設定さ
れ、所定の時に将来ビットストリームが２つのチャネルを横断して伝送されることを示す
。そのような場合、フラッグはブロック１２４６においてチェックする必要があるであろ
う。
【００３５】
ブロック１２４６において、通信システムは２つのチャネルを横断して特定の遠隔局にデ
ータを伝送することにより益を得ると判断されるなら、プロセスはブロック１２４４１に
進み、そうでなければ、プロセスはブロック１２４４２に進む。
【００３６】
ブロック１２４４１において、情報ビットストリームは低レート符号化ビットストリーム
に符号化され、ビット群を遠隔局に伝送するのに必要な要求されるＥｂ／Ｎｏを低減する
（上述したように、下位コードレートは上位コードレートよりもより多くのビットを発生
する）。例示実施例において、エンコーダはレート１／４ターボエンコーダ(turbo encod
er)である。しかしながら、種々のエンコーダレートおよび種類が使用できることに留意
しなければならない。例示実施例において、エンコーダは、１／４レート符号化ビットス
トリームの奇数が１／２レート符号化ビットストリームを構成し、偶数ビットが第２の１
／２レート符号化ビットストリームを構成するような性質を有する。言い換えれば、ビッ
ト１、３、５等が１つの１／２レート符号化ビットストリームを構成し、ビット２、４、
６等が別個の１／２レート符号化ビットストリームを構成する。しかしながら、全ビット
は１／４レート符号化ビットストリームを構成する。上述した実施例において、１／４レ
ート符号化ビットストリームは上記参照した低レート符号化ビットストリームである。代
替実施例において、ビット群は、異なる組合せのビット群が２つの１／２レートストリー
ムを構成するように配列される（例えば、第１のｎ／２ビットが第１の１／２レート符号
化ビットストリームを構成し、他方第２のｎ／２ビットが第２の１／２レート符号化ビッ
トストリームを構成する）。代替実施例において、低レート符号化ビットストリームは２
つの標準レート符号化ビットストリームから構成されない。
【００３７】
次に、プロセスはブロック１２５０に進む。
【００３８】
ブロック１２５０において、低レート符号化ビットストリームの第１の部分は第１のチャ
ネル上に伝送され、第２の部分は第２チャネル上に伝送される。一実施例において、低レ
ート符号化ビットストリームを構成する２つの異なる標準レート符号化ビットストリーム
は第１および第２のチャネルを介して伝送される。例えば、低レート符号化ビットストリ
ームが奇数ビットの１／２レート符号化ビットストリームと偶数ビットの１／２レート符
号化ビットストリームから構成される１／４レートビットストリームであるなら、ストリ
ームの奇数ビットは第１のチャネルを介して伝送され、偶数ビットは第２のチャネルを介
して伝送される。上述した実施例において、伝送される部分は長さが等しい。しかしなが
ら、この発明はそのような実施例に限定されない。代替実施例において、可変長の部分は
複数のチャネル上に伝送することができる。例えば、符号化ビットストリームは伝送され
るビット群の１／３を第１チャネル上に伝送し、伝送されるビット群の残りの２／３を第
２チャネル上に伝送することができる。
【００３９】
１つよりも２つのチャネルを使用することは通信システム内により高い利得を生じる。第
２の伝送チャネルは必要な時またはすでに使用可能状態にあるときに確立される。さらに
、伝送方法１２４０に従って動作する１つ以上の遠隔局は第２チャネルを共有することが
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できる。
【００４０】
このようにして信号伝送を行なうことは、基地局が１つよりもむしろ２つのウオルシュコ
ードを使用することを要求することが理解されるであろう。さらに、このようにして信号
伝送を行なうとき、ブロック１２５０の伝送チャネルの各々の伝送電力は、単一チャネル
が使用されていたならば、所望のビットエラーレートを維持するのに必要な伝送電力の１
／２未満であり得ることが理解されるであろう。従って符号化情報信号を伝送するための
ピーク電力要件は１／２以上だけ低減される。
【００４１】
このモードで伝送すると、通信システムは、複数のチャネルのうちでビットストリームが
部分的に伝送される下位コードレートでビットストリームを受信開始する必要があること
を遠隔局に示す必要がある。ブロック１２４６に関連して述べたように、この表示は、こ
のモードでデータ伝送が始まる時点以前にインジケータメッセージとして伝送することが
できる。または、代替的に、１つ以上のイインジケータビットは、ビットストリームが、
ブロック１２５０において伝送されるのと実質的同時に伝送可能である。例えば、２つの
チャネルを横断してビットストリームを受信するか否かを判断するためにビットストリー
ムの受信の直前または開始時に携帯電話が監視する別箇のチャネルがあり得る。これは、
いくつかの遠隔局が専用の二次ウオルシュコードを共有し、遠隔局が、遠隔局にそうする
ように命令するインジケータビットを受信直後に専用ウオルシュコードを用いて第２チャ
ネルを復号開始することができる遠距離通信システムに価値がある。
【００４２】
次に、プロセスはブロック１２４２に戻る。
【００４３】
ブロック１２４６に戻ると、通信システムは、２つのチャネルを横断して特定の遠隔局に
データを送信することから恩恵を受けないと判断されるなら、プロセスはブロック１２４
４２に進む。ブロック１２４４２において、標準レート符号化ビットストリームが発生さ
れる。一実施例において、標準レート符号化ビットストリームのみがブロック１２４４２
において発生される。代替実施例において、低レート符号化ビットストリームが最初に発
生され、次に、標準レート符号化ビットストリームが低レート符号化ビットストリームの
ビット群から抽出される。次にプロセスはブロック１２５２に進み、標準レート符号化ビ
ットストリームが一次チャネルを介して伝送される。次にプロセスはブロック１２４２に
進む。
【００４４】
図３はコードジェネレータシステムを示す。コードジェネレータシステム２０のようなエ
ンコーダシステムは、低レートコードの出力の一部を抽出することにより要求されるレー
トコードＲを持つコードを発生するために使用することができる。例えば、コードジェネ
レータシステム２０において、２セットの１／２レート符号化ビットストリームが１／４
レートエンコーダ２４を用いて供給される。エンコーダシステム２０の情報ビット２２は
１／４レートエンコーダ２４に印加されＲ＝１／４符号化ビットストリーム２６を産出す
る。例示実施例において、出力の奇数ビット群は１／２レート符号化ビットストリームを
構成し、偶数ビット群は第２の１／２レート符号化ビットストリームを構成する。従って
、奇数ビット群の部分がＲ＝１／４符号化ビットストリーム２６から抽出されると、最初
のＲ＝１／２符号化ビットストリーム２８が発生される。同様に、偶数ビット群の部分が
Ｒ＝１／４符号化ビットストリーム２６から抽出されると、第２のＲ＝１／２符号化ビッ
トストリーム３０が発生される。従って、コードレートＲ＝１／２はＲ＝１／４レートエ
ンコーダ２４の出力から所定のセットのビット群を抽出することにより発生可能である。
一次チャネル上のＲ＝１／２符号化ビットストリーム２８と二次チャネル上のＲ＝１／２
符号化ビットストリームの両方を受信する遠隔局はビット群をその正しい所定の位置に結
合することができフルサイズのＲ＝１／４符号化ビットストリーム２６を復号することが
できる。代替実施例において、エンコーダシステム２０は、異なるコードレートＲで符号
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化しおよび／または奇数ビット群に位置する２Ｒコードレートビットストリームおよび偶
数ビット群に位置する２Ｒコードレートビットストリーム以外のパターンの高次のコード
レートの符号化ビットストリームを発生するエンコーダから構成し得ることが、技術に熟
達した人により理解される。
【００４５】
コードジェネレータシステム２０は、各々がそれぞれ第１標準レート符号化ビットストリ
ームおよび第２標準レート符号化ビットストリームから構成されるビット群の第１部分お
よび第２部分を含む低レート符号化ビットストリームを発生するために使用することがで
きる。第１標準レート符号化ビットストリーム及び第２標準レート符号化ビットストリー
ムは遠隔局に伝送することができ、そこで結合され、復号されることができる。この伝送
方法を用いることにより、非符号化された情報ビットストリームの情報のすべてが、伝送
のために使用される２つのチャネルの１つで受信された２つの符号化信号のうちの１つの
符号化信号から遠隔局により復号可能である。これは、たとえ伝送の一方が受信されない
場合でも受信は信号を復号することができる。しかしながら、符号化信号群の一方のみを
用いて行なわれる復号は、符号化信号の両方を用いて行なわれる復号よりも堅固性が少な
い。それゆえ、利用可能であるならば、符号化信号の両方を使用すべきである。
【００４６】
符号化ストリームを使用するのに適したコード結合方法は技術的に良く知られている。一
般化された事例において提供される符号化ストリームのサブセットのみを遠隔局が受信す
るなら、遠隔局は低減された復号能力を用いて情報ビット群を復号することができること
が技術に熟達した人によって理解される。他のレートのエンコーダＲは他の実施例に使用
することができることが技術に熟達した人により理解されるであろう。
【００４７】
図４においてＣＤＭＡ通信システム３０が示される。ＣＤＭＡ通信システム３０は隣接す
るセクタＳ１およびＳ２および遠隔局３６、３８に位置する基地局３２、３４を含む。Ｃ
ＤＭＡ通信システム３０において、遠隔局３６、３８はそれらがセルの端にあるとき、最
も悪い伝送干渉を受ける。この主たる理由は、遠隔局が基地局３２、３４から最も遠いと
き、伝搬損失は最大だからである。さらに、この時点において遠隔局は干渉セルに最も近
い。それゆえ、遠隔局３６，３８がセルの端にあるときに復号結果を改善することは望ま
しい。
【００４８】
慣習的に通信リンクは遠隔局３６、３８と全ての近くのセクタとの間で確立される。遠隔
局３６、３８は近くのセクタの各々から同じ符号化ビットを受信し、一般的なシステムに
置いて電力が結合される。このプロセスは異なるセルに属するセクタの場合ソフトハンド
オフと呼ばれ、同一セルのセクタの場合ソフタハンドオフと呼ばれる。この実施例の方法
はソフトハンドオフおよびソフタハンドオフの両方に有利に適用できる。
【００４９】
この実施例の方法において、ソフトハンドオフの場合に、各セクタは同一情報ビット群を
符号化する。しかしながら、符号化は必ずしも同じコードを用いて行なわれない。この実
施例の方法において、遠隔局３６は初期セクタＳ１内に十分位置しているとき、呼を開始
することができる。この場合、セクタＳ１は通信リンク３３を介してレートＲ１のコード
Ｃ１を用いて符号化された情報ビット群を伝送する。従って遠隔局３６はオリジナルセク
タＳ１と他のセクタＳ２との間の境界に移動することができる。この時点で、遠隔局３６
は２つのセクタとソフトハンドオフに入る。この発明の一実施例において、セクタＳ２は
通信リンク３５を介してレートＲ２のコードＣ２を用いて符号化された同じ情報ビット群
を伝送する。Ｒ１コードおよびＲ２コードが正しく選択されるなら、レート１／（（１／
Ｒ１）＋（１／Ｒ２））のコードを用いて符号化された情報ビット群の同等物を遠隔局が
得るように、遠隔局３６はセクタＳ１からの符号化ビット群のストリームをセクタＳ２か
らの符号化ビット群のストリームと結合することができる。例えば、コードレートＲ１＝
１／２でかつコードレートＲ２＝１／２ならば、遠隔局はこの実施例の方法において、符
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号化ビットストリームをＲ＝１／４の単一符号化ビットストリームに結合することができ
る。
【００５０】
遠隔局は正しくビット群を結合しなければならない。奇数ビット群が第１の標準レート符
号化ビットストリームを構成し、偶数ビット群が第２の標準レート符号化ビットストリー
ムを構成する低レート符号化機構の例において、奇数ビット群は一方のセクタから伝送さ
れ、偶数ビット群は他方のセクタから伝送されるであろう。遠隔局は２つの低レート符号
化ビットストリームから標準レート符号化ビットストリーム正しく組み立てることができ
るように、どのセクタが奇数ビット群を伝送しており、どれが偶数ビット群を伝送してい
るかを先験的に知る必要がある。この発明の一実施例において、特定のセクタを用いてソ
フトハンドオフに入るように遠隔局に命令するために現在使用されているハンドオフ方向
メッセージは各セクタからのビット群をどのように結合するかを遠隔局に知らせる１つ以
上のビットを含む。
【００５１】
一実施例において、ハンドオフメッセージ内の１つ以上のビットの別箇のメッセージ（例
えばｃｄｍａ２０００における拡張ハンドオフ方向メッセージ）は、遠隔局に、特定のセ
クタ上の特定のチャネルからのビット群が他のセクタ上の他のチャネルからのビット群と
どのようにして結合するかを知らせる。例えば、システムが上述したように符号化の奇数
ビット／偶数ビット方法を使用していたなら、基地局はハンドオフリダイレクション(red
irection)メッセージを遠隔局３６に送信することができ、そのメッセージ内の１ビット
を用いて遠隔局に、セクタＳ２からビット群をそのストリームの奇数ビット群として取り
扱うかあるいは偶数ビット群として取り扱うかを伝え、そして１ビットを用いて遠隔局に
セクタＳ２からのビット群をどのように取り扱うべきかを伝えることができる。
【００５２】
他の実施例において、ビット群は、遠隔局との通信のチャネルに相関する基地局識別子に
従って所定の態様で順序付けられる。例えば一実施例において、遠隔局がソフトハンドオ
フ状態にあるときに、低レート符号化ビットストリームの奇数ビット群は最低基地局識別
子を有する通信に関連する基地局から送信され、一方低レート符号化ビットストリームの
偶数ビット群はその通信に関連する他の基地局から送信されるようにシステムを設計する
ことができる。例えば、遠隔局がＢおよびＣ（図示せず）の識別子を有する基地局とソフ
トハンドオフ状態にあるなら、基地局Ｂは低レート符号化ビットストリームの奇数ビット
群を伝送し、基地局Ｃは偶数ビット群を伝送するであろう。
【００５３】
その後、遠隔局が基地局Ａ、Ｂ、Ｃ（図示せず）との三者間のハンドオフに入るならば、
例えばいくつかの実施例の１つが生じるであろう。
【００５４】
そのような実施例の１つにおいて、その部分は新しいまたは第三の基地局に動的に割当て
られず、新しい基地局は送信するために常にビット群の固定部分を得る。これは三者間の
ハンドオフで機能する。何故なら最初の２つの基地局はすでに低レート符号化ビットスト
リームのすべてのビットを伝送し、第三の基地局は冗長性のために単に使用されるからで
ある。例えば、第三基地局は常に偶数ビット群を伝送することができる。基地局Ａが三者
間ハンドオフのために使用される上述の例において、基地局Ａは偶数ビット群を伝送し、
一方既存の基地局ＢおよびＣは、双方向のハンドオフ状況（それぞれ奇数ビットと偶数ビ
ット）で伝送しているビット群の部分を伝送する。これは、その呼にすでに含まれる２つ
のチャネルに対する動的変化をより少なくするためである。
【００５５】
他の実施例において、三者間ハンドオフに入ると、送信される部分は全ての基地局に動的
に再割り当てされる。この実施例において、ＩＤはすべて互いに比較され、最低のＩＤを
有する基地局はビット群の一方の部分を伝送し、他の基地局はビット群の他方の部分を伝
送する。従って、再び基地局Ａ、Ｂ、およびＣを用いて、奇数ビット群が基地局Ａ上で伝
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送され、偶数ビット群が基地局ＢおよびＣ上で伝送されるであろう。
【００５６】
遠隔局がソフトハンドオフを完全に終了するかまたは三者間ハンドオフから双方向ハンド
オフに切り替わるように基地局の１つからの通信が終了すると、遠隔局は、どのようにし
てビット群が残りの基地局上で伝送されているかを知る必要がある。
【００５７】
一実施例において、遠隔局がソフトハンドオフを終了すると、既存の基地局は単に、遠隔
局が復号する標準レート符号化ビットストリームを伝送する。
【００５８】
一実施例において、遠隔局が三者間ハンドオフから双方向ハンドオフに行くと、基地局は
、以前に伝送していた符号化ビットストリームの部分を伝送し続ける。この実施例におい
て、基地局が低レート符号化ビットストリームの異なる部分を伝送していたなら（例えば
ある基地局は奇数ビット群を伝送し、ある基地局は偶数ビット群を伝送していた）、遠隔
局はそれらの部分を低レート符号化ビットストリームに結合する。しかしながら、基地局
が共に低レート符号化ビットストリームの同じ部分を伝送していたならば（例えば両方の
基地局が偶数ビット群を伝送する）、遠隔局は各受信したビットストリームを標準レート
符号化ビットストリームとして復号する。そのような場合、遠隔局が双方向ハンドオフに
留まる限り、受信されるビットストリームは、一般的なシステムにおいて取り扱われるの
と同じように取り扱われる。
【００５９】
他の実施例において、三者間ハンドオフから双方向ハンドオフに入ると、伝送される部分
はすべての基地局に動的に再割り当てされる。この実施例において、ＩＤはすべて互いに
比較され、最低のＩＤを持つ基地局がビット群の一方の部分を伝送し、他の基地局がビッ
ト群の他方の部分を伝送する。この実施例を用いることにより、双方向ハンドオフにある
遠隔局は、三者間ハンドオフにある間問題となっている２つの基地局が同じビットストリ
ームを伝送していたかどうかに関係なく２つのビットストリームを低レート符号化ビット
ストリームに結合することができる。
【００６０】
遠隔局３８もまた、複数のセクタと通信リンクを確立しなかったとしてもセルの境界にお
いてあるいはフェード(fade)のような異なる状況においてこの発明の方法を使用すること
ができる。通常、いつでもすべての遠隔局にとって付加的なチャネルを使用することは望
ましくない。なぜならば付加的チャネルはコードチャネルを消費し、セルはコードチャネ
ルを使い果たす可能性があるからである。これはコード限定により通信システムの能力を
低減する。それゆえ、一実施例において、付加的コードリソースはチャネル状態が悪いこ
とにより電力をたくさん使用している遠隔局に割当てられる。このようにしてセルは、コ
ード消費と電力消費とを互いにバランスをとって維持するために、各遠隔局に対して付加
的コードチャネルを動的に追加および除去することができる。
【００６１】
セルの境界上にいるためにたくさんの電力を使用している遠隔局３８は所望のとき同一セ
クタＳ１から伝送された２つのチャネル４０、４２を使用することができる。各チャネル
４０、４２は異なるコードで符号化された同一情報ビットを含むことができ、従って遠隔
局３８に要求されるＥｂ／Ｎｏを低減する。これらのチャネルの１つは一次チャネルであ
り、これらのチャネルの１つは二次チャネルである。
【００６２】
例えば丁度図示されている遠隔局３８の場合のように遠隔局がハンドオフ状態にないとき
、基地局は基本チャネルおよび補足チャネルを用いて低符号化レートをその遠隔局に伝送
することができる。一実施例において、低符号化ビットストリームからのビット群の一方
の部分は常に一次チャネル上に伝送され、ビット群の他方の部分は常に補足チャネル上に
伝送されるように（例えば奇数ビット群が一次チャネルに行き、偶数ビット群が補足チャ
ネルに行く）、方法論を使用することができる。他の実施例において、基地局はメッセー
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ジを遠隔局に送り低符号化ビットストリームのどの部分が一次チャネル上に伝送され、ど
の部分が補足チャネル上に伝送されるかを知らせることができる。
【００６３】
この発明は伝送の方法の上記実施例あるいは上述した例に限定されないことは技術に熟達
した人によって理解されるであろう。特に、奇数ビット群と偶数ビット群の例は、一貫性
のためにこのアプリケーション全体で使用された。しかしながら、図２のブロック２４０
を参照して述べたように、低レート符号化ビットを分ける他の手段も同様に使用できるこ
とは即理解されるであろう。
【００６４】
いつなんどきでも高レベルの電力を消費している遠隔局により必要な電力量を低減するこ
とにより、この発明はいつなんどきでも遠距離通信システムがサポートできるユーザの数
またはスループットを増大するのに役に立つ。
【００６５】
図６は遠隔局の簡単化された説明図を示すブロック図である。デジタル復調器６２０、ウ
オルシュ逆拡散装置６３０、ブロックデインタリーバ６４０、コンボルーションデコーダ
(convolutional decoder)、および制御プロセッサがデジタルバスを介して接続され、Ｒ
Ｆ受信器がデジタル復調器６２０に接続される。一実施例において、制御プロセッサ６６
０はＲＦ受信器６１０およびデジタル復調器６２０をアクティブにして信号を受信して処
理し、スロットページモード(slotted-paging mode)のような電力節約モードのときそれ
らを非アクティブにすることができる。同様に一実施例において、制御プロセッサ６６０
はブロックデインタリーバ６４０およびコンボルーションデコーダ６５０を選択的にアク
ティブにしたり非アクティブにしたりすることができる。ＲＦ受信器６１０はＲＦ信号を
ダウンコンバートおよび２値化し、２値化した信号をデジタル復調器６２０に供給する。
デジタル復調器６２９は図７を参照してさらに記載されるＰＮ逆拡散技術を用いてデジタ
ル復調を行なう。デジタルに復調されたデータはウオルシュ逆拡散ユニット６３０に渡さ
れる。ウオルシュ逆拡散ユニット６３０は図７を参照してさらに記載されるウオルシュ逆
拡散技術を実行し、少なくとも１つのビットストリーム出力を産出する。トラフィックチ
ャネルのような符号化チャネルのために、ビットストリーム出力はブロックデインタリー
バ６４０に供給される。オン／オフキーイング(on-off keying)（ＯＯＫ）変調ダイレク
トシーケンススペクトル拡散を使用する符号化されていないチャネルであるクイックペー
ジングチャネル(quick paging channel)のような符号化されていない補助チャネルをサポ
ートする実施例において、符号化されていない補助チャネルのためのビットストリーム出
力がウオルシュ逆拡散装置６３０から制御プロセッサ６６０に、さらに処理するための符
号化されていないビットストリームとして供給される。符号化されたチャネルに関して、
デインタリーバ６４０はウオルシュ逆拡散装置６３０により供給されるビットストリーム
出力をデインターリーブし、デインタリーブした出力ストリームをコンボルーションデコ
ータ６５０に供給する。コンボルールションデコーダ６５０は、ビタービデコーディング
(Viterbi decoding)またはターボデコーディング(Turbo decoding)のような技術的に知ら
れているコンボルーションデコーディング技術を使用して、無線環境を介して伝送された
情報ビットストリームに生じるビットエラーを訂正することを試みる。コンボルーショナ
ルにデコードされたビットストリームは更なる処理のために制御プロセッサ６６０に供給
される。
【００６６】
一実施例において、インジケータメッセージを受信した後、制御プロセッサ６６０はデジ
タル復調器６２０とウオルシュ逆拡散装置６３０に、データを受信する一般的なモードか
ら、２つのチャネルを横断して低符号化レートでデータが受信されるこの実施例のモード
に切替えるよう命令する。同様に、制御プロセッサ６６０はデジタル復調器６２０および
ウオルシュ逆拡散装置６３０に対して、所定時間後に、またこの実施例のモードを終了す
るように命令する基地局からの別のメッセージを受信すると、この実施例のモードから、
標準のデータ受信モードに切り替わるように命令することができる。
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【００６７】
一実施例において、制御プロセッサ６６０は、インジケータメッセージのために符号化さ
れていないビットストリームを監視する。一実施例において、制御プロセッサ６６０はイ
ンジケータメッセージのためにコンボルーショナルにデコードされたビットストリームを
監視する。
【００６８】
制御プロセッサ６６０は、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、プログ
ラマブルロジックデバイス（ＰＬＤ）、デジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）、１つ以
上のマイクロプロセッサ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）あるいは、上述した機能を
実行可能な他の装置で実現できることは、技術的に熟達した人は認識するであろう。
【００６９】
図７は、データが低レートの符号化を用いて符号化され、一次チャネルおよび二次チャネ
ルを介して一部分伝送され、一次チャネルおよび二次チャネルの伝送は同じ基地局から由
来するこの実施例のデータ受信モードにおいてデータを受信するために使用することがで
きるデジタル復調器６２０およびウオルシュ逆拡散装置６３０の一部のブロック図である
。
【００７０】
ＰＮ逆拡散器７１０は、（ＲＦ受信器６１０からの）２値化信号入力に関して、技術的に
熟達した人に良く知られているＰＮ逆拡散を実行し、ＰＮでスプレッド信号の同相（Ｉ）
成分および矩象（Ｏ）成分を産出し、各成分は入力信号としてウオルシュ逆拡散器７２０
およびパイロットフィルタ７４０に供給される。
【００７１】
ウオルシュ逆拡散器７２０ａはＩ入力７１２およびＱ７１４入力を、低符号化レートビッ
トストリームの第１部分が伝送された一次チャネルに相当する第１ウオルシュコードと乗
算し、１つのウオルシュシンボルに渡って逆拡散信号を加算し、出力として、ウオルシュ
逆拡散Ｉ７２２ａおよびウオルシュ逆拡散Ｑ７２４ａを産出する。Ｉ７２２ａおよびＱ７
２４ａは入力としてドット積７５０ａに供給される。
【００７２】
ウオルシュでスプレッド７２０ｂは、Ｉ入力７１２およびＱ入力７１４を、低符号化レー
トビットストリームの第１部分が伝送された一次チャネルに相当する第１ウオルシュコー
ドと乗算し、１つのウオルシュシンボルに渡って逆拡散信号を加算し、出力としてウオル
シュ逆拡散Ｉ７２２ｂおよびウオルシュ逆拡散Ｑ７２４ｂを産出する。Ｉ７２２Ｂおよび
Ｑ７２４ｂは入力としてドット積７５０ｂに供給される。
【００７３】
一実施例において、パイロットフィルタ７４０は受信した信号から多少の雑音を除去する
ために使用されるロウパスフィルタである。代替実施例において、パイロットフィルタ７
４０はウオルシュ逆拡散器７２０ａに類似するが、異なるウオルシュコードで逆拡散する
ウオルシュ逆拡散器を構成し、その直後にロウパスフィルタが続く。技術に熟達した人に
明らかなように、Ｉ７４２おおよびＱ７４４は本質的にパイロット信号の平滑化された推
定値である。パイロット信号が、一方または両方のデータストリームにときたま介挿され
数ビットから構成され、ウオルシュ逆拡散器７２０ａおよび７２０ｂの出力において抽出
されることも技術に熟達した人には明白であろう。
【００７４】
ドット積はパイロットフィルタの出力を有した共役複素積として技術的に知られているも
のとして機能する。ドット積７５０はデータチャネル上に伝送されるＩおよびＱの値の推
定値であるＩ信号出力およびＱ信号出力を産出する。そのようなドット積装置は技術に熟
達した人々に知られている。ドット積装置の例示実施例は図８に示される。
【００７５】
ドット積７５０ａの出力、すなわちＩ７５２ａおよびＱ７５４ａは一次チャネルのＩ成分
およびＱ成分であり、シンボル抽出器７６０ａに供給される。これは一次シンボル抽出機
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と呼ばれる。なぜならばそれは一次チャネルに対応するシンボルを抽出するからである。
ドット積７５０ｂの出力、すなわちＩ７５２ｂおよびＱ７５４ｂは二次チャネルのＩ成分
およびＱ成分であり、シンボル抽出器７６０ｂに供給される。これは二次シンボル抽出器
と呼ばれるであろう。何故ならそれは二次チャネルに対応するシンボルを抽出するからで
ある。
【００７６】
各シンボル抽出器７６０は使用される変調の種類に基づいて一連のシンボル７６２を生じ
る。ＱＰＳＫ変調技術を用いてデータが伝送される例示実施例において、シンボル抽出器
７６０はＩおよびＱ入力７５２および７５４の各対に対して２つのシンボルを生じる。２
進位相変調（ＢＰＳＫ）技術を用いてデータが伝送された他の例示実施例において、シン
ボル抽出器７６０はＩおよびＱ入力７５２および７５４の各対に対して１つのシンボル７
６２を生じる。シンボル抽出器７６０はこれらのシンボルを加算装置７６８に供給する。
他の変調技術を使用する代替実施例において、シンボル抽出器７６０を無くすことができ
る。この場合複素ＩおよびＱ信号７５２および７５４は直接加算装置７６８に供給するか
または直接マルチプレクサ（加算装置７６８も無い実施例において）に供給することがで
きる。
【００７７】
２チャネルフィンガ(two-channel finger)は単一基地局により発生された単一伝送信号か
らの２つのチャネル（一次および二次）を追跡するために使用される２チャネルフィンガ
を表す。各２チャネルフィンガ７８０は一次および二次のチャネル出力を産出する。シン
ボル抽出器が存在する実施例において、２チャネルフィンガ７８０の一次チャネル出力は
一次シンボル抽出器（例えば図７の７６２ａ）の出力であり、二次チャネル出力は二次シ
ンボル抽出器（例えば図７の７６２ｂ）の出力である。シンボル抽出器が存在しない代替
実施例において、一次チャネル出力は一次ＩおよびＱ値（例えば７５２ａおよび７５４ａ
）であり二次チャネル出力は二次ＩおよびＱ値（例えば７５２ｂおよび７５４ｂ）である
。
【００７８】
マルチパス信号が生じる理由を説明するために、各々がわずかに異なるＰＮオフセットす
なわち時間遅延で受信された信号を追跡する複数の２チャネルフィンガ７８０からの出力
は加算装置７６８に供給される。加算装置７６８は各２チャネルフィンガ７８０により産
出される一次チャネル出力を加算しそれをＭＵＸ７０に供給する。さらに、加算装置７６
８は各２チャネルフィンガ７８０により産出される二次チャネル出力を加算し、加算値を
ＭＵＸ７７０に供給する。技術に熟達した人に知られているように、加算器は、伝送され
たＩおよびＱまたはシンボル値のより良い推定値を発生するために複数のフィンガの出力
を結合するために使用される。ある実施例において、加算装置７６８はまた受け入れ可能
なダイナミックレンジ内に信号を維持するために信号を設計し直すことができる。代替実
施例において、結合された推定値はＭＵＸ７７０前に発生する必要はなく、むしろＭＵＸ
７７０の後で発生することができる。代わりの実施例において、加算装置７６８はＭＵＸ
７７０前に存在せず、その場合各２チャネルフィンガ７８０からの一次チャネル出力およ
び二次チャネル出力は直接ＭＵＸ７７０に供給される。
【００７９】
一実施例において、ＭＵＸ７７０は加算装置７６８からの一次チャネルデータおよび二次
チャネルデータを入力として受信し、ブロックデインターリーバ(block deinterleaver)
６４０に供給される単一シンボルストリームに配列する。シンボルは２つのチャネル上に
データを伝送するために使用される方法に従って配列される。例えば、奇数ビット群が一
次チャネル上に伝送され、偶数ビット群が二次チャネル上に伝送される例示実施例におい
て、ＭＵＸ７７０は、一次チャネルに対応した最初に受信したシンボルの推定値に引き続
いて二次チャネルに対応した最初に受信したシンボルの推定値が続くようにシンボル７６
２を配列する。そのような実施例において、このプロセスは反復し、一次チャネルに対応
した他のシンボルが出力され、それに続いて二次チャネルに対応した他のシンボルが続く
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。ＭＵＸ７７０により生じるシンボルストリームは、図６を参照してさらに記述されるコ
ンボルーションデコーダ６５０に供給される。
【００８０】
ドット積７５０の例示実施例が図８に示される。図８において、Ｉ７４２およびＩ７２２
は複素乗算器８１０ａにおいて複素乗算され、Ｉ７４２およびＱ７２４は複素乗算器８１
０ｂにおいて複素乗算される。同様に、Ｑ７４４およびＱ７２４は複素乗算器８１０ｃで
複素乗算され、Ｑ７４４およびＩ７２２は複素乗算器８１０ｄで複素乗算される。次に、
複素乗算器８１０ａの出力は複素乗算器８１０ｃの出力と結合器８２０ａにおいて加算さ
れ、Ｉ７５２を産出する。複素乗算器８１０ｄの出力は複素乗算器８１０ｂの出力から減
算されＱ７５４を産出する。
【００８１】
図９はデータが低レートの符号化を用いて符号化され、一部分一次および二次チャネル上
に伝送され、一次および二次チャネルの伝送が異なる基地局から由来され、または一次お
よび二次チャネルの伝送が同一基地局から由来する（後者は、一次および二次チャネルが
同一基地局から由来する場合に図７を参照して記載された装置の代替物を供給する）この
実施例のデータ受信モードにおいてデータを受信するために使用することができるデジタ
ル復調器６２０およびウオルシュ逆拡散装置６３０の一部のブロック図である。
【００８２】
ＰＮ逆拡散器９１０ａは、（ＲＦ受信器６１０からの）２値化信号入力に、技術が熟達し
た人に良く知られている、ＰＮ逆拡散を行なう複素ＰＮ逆拡散器であり、ＰＮ逆拡散信号
の同相（Ｉ）および矩象（Ｑ）成分を産出する。これらの成分の各々はウオルシュ逆拡散
器９２０およびパイロットフィルタ９４０に入力として供給される。ＰＮ逆拡散器９１０
ａは第１基地局からの一次チャネルをデコードするために使用される。
【００８３】
ＰＮ逆拡散器９１０ｂはＰＮ逆拡散器９１０ｂのように機能する複素逆拡散器である。Ｐ
Ｎ逆拡散器９１０ｂは第２基地局からの第２チャネルをデコードするために使用される点
において異なって動作する。一実施例において、ＰＮ逆拡散器９１０ｂはＰＮ逆拡散器９
１０ａとして逆拡散するために同じＰＮコードを使用するが、いつでもＰＮ逆拡散器９１
０ｂはＰＮ逆拡散器９１０ａがＰＮコードのある部分を用いてデコードするのとは異なる
ＰＮコードの部分を用いてデコードする。そのような実施例において、いつなんどきでも
デコードするために各デコーダにより使用されるＰＮコードはチャネルをデコーディング
している基地局に相関するＰＮオフセットにより決定される。そのような実施例において
、第１基地局のためのＰＮオフセットは第２基地局のＰＮオフセットと異なるので、２つ
のＰＮ逆拡散器９１０はいつなんどきでも受信した信号をＰＮコードの異なる部分を用い
てデコードする。代わりの実施例において、ＰＮ逆拡散器９１０ａはＰＮ逆拡散器９１０
ｂが受信した信号を逆拡散するためのＰＮコードとは異なるＰＮコードを用いて受信した
信号を逆拡散する。他の代替例において、一次および二次チャネル伝送が同一基地局から
由来する場合に使用するために、１つの一次チャネルＰＮ逆拡散器９１０ａと１つの二次
チャネルＰＮ逆拡散器９１０ｂは同じＰＮコードおよび同じＰＮオフセットを用いて伝送
をデコードする。これは、図７を参照して記載した単一の２チャネルフィンガ７８０ａの
代わりに使用することができる。
【００８４】
ウオルシュ逆拡散器９２０ａはＩ９１２ａ入力およびＱ９１４ａ入力を、低符号化レート
ビットストリームが伝送された第１部分上の一次チャネルに相当する第１ウオルシュコー
ドと乗算し、１つのウオルシュシンボル上で逆拡散信号を加算し、ウオルシュ逆拡散Ｉ９
２２ａおよびウオルシュ逆拡散Ｑ９２４ａを出力として産出する。Ｉ９２２ａとＱ９２４
ａは入力としてドット積９５０ａに供給される。
【００８５】
ウオルシュ逆拡散器９２０ｂは、Ｉ９１２ｂ入力およびＱ９１４ｂ入力を、低符号化レー
トビットストリームが伝送された第２部分上の二次チャネルに相当する第２ウオルシュコ



(19) JP 4880169 B2 2012.2.22

10

20

30

40

50

ードと乗算し、１つのウオルシュシンボル上で逆拡散信号を加算し、ウオルシュ逆拡散Ｉ
９２２ｂおよびウオルシュ逆拡散Ｑ９２４ｂを出力として産出する。Ｉ９２２ｂおよびＱ
９２４ｂは入力としてドット積９５０ｂに供給される。
【００８６】
一実施例において、パイロットフィルタ９４０は受信した信号から多少の雑音を除去する
ために使用されるロウパスフィルタである。代替実施例において、パイロットフィルタ９
４０は、ウオルシュ逆拡散器９２０ａに類似したウオルシュ逆拡散器だが、異なるウオル
シュコードを逆拡散するウオルシュ逆拡散器と、その直後に続くロウパスフィルタとで構
成される。技術に熟達した人には明白であるように、Ｉ９４２ａおよびＱ９４４ａは第１
基地局のパイロット信号の本質的に平滑化された推定値である。第１基地局のパイロット
信号はいずれかまたは両方のデータストリームにときたま挿入される数ビットから構成す
ることができ、ウオルシュ逆拡散器９２０ａの出力において抽出されることも、技術に熟
達した人には明白であろう。同様に、技術に熟達した人には明白であるように、Ｉ９４２
ｂおよびＱ９４４ｂは第２基地局のパイロット信号の本質的に平滑化された推定値である
。第２基地局のパイロット信号はいずれかまたは両方のデータストリームにときたま挿入
される数ビットから構成することができ、ウオルシュ逆拡散器９２０ｂの出力において抽
出されることも、技術に熟達した人には明白であろう。
【００８７】
ドット積９５０は、パイロットフィルタの出力を有した共役複素積として技術的に知られ
ているものとして機能する。ドット積９５０はデータチャネル上に伝送されるＩ値および
Ｑ値の７５０推定値であるＩ信号出力およびＱ信号出力を産出する。そのようなドット積
装置は技術に熟達した人々に知られている。ドット積装置の例示実施例は図８に示される
。
【００８８】
ドット積の出力、すなわちＩ９５２ａおよびＱ９５４ａは一次チャネルのＩ成分およびＱ
成分でありシンボル抽出器９６０ａに供給される。これは一次チャネルに対応するシンボ
ルを抽出するので一次シンボル抽出機と呼ばれるであろう。ドット積９５０ｂの出力、す
なわちＩ９５２ｂおよびＱ９５４ｂは二次チャネルのＩ成分およびＱ成分であり、シンボ
ル抽出器９６０ｂに供給される。これは、二次チャネルに対応するシンボルを抽出するの
で、二次シンボル抽出器と呼ばれるであろう。
【００８９】
各シンボル抽出器９６０は使用される変調の種類に基づいて一連のシンボル９６２を生じ
る。データがＱＰＳＫ変調技術を用いて伝送された例示実施例において、シンボル抽出器
９６０はＩ入力９５２およびＱ入力９５４の各対に対して２つのシンボル９６２を生じる
。２進位相変調（ＢＰＳＫ）技術を用いてデータが伝送された他の例示実施例において、
シンボル抽出器９６０はＩ入力９５２およびＱ入力９５４の各対に対して１つのシンボル
９６２を生じる。シンボル抽出器９６０はこれらのシンボルを加算装置９６８に供給する
。技術に熟達した人は、他の変調技術を使用する他の実施例において、シンボル抽出器９
６０は無いかもしれない。その場合に、複素ＩおよびＱ信号９５２は加算装置９６８の直
接供給されるかまたはＭＵＸ９７０（加算装置９６８も無い実施例において）に直接供給
されるであろう。
【００９０】
フィンガ９８０ａは、単一基地局により発生された単一伝送信号からの単一チャネル（一
次チャネル）を追跡するために使用されるフィンガを表す。各フィンガ９８０は、一次チ
ャネルまたは二次チャネルを追跡し、それに応じて一次チャネル出力または二次チャネル
出力を産出する。例えば、フィンガ９８０ａは一次チャネルを追跡し、それゆえ一次チャ
ネル出力を産出し、フィンガ９８０ｂは二次チャネルを追跡し、それゆえ二次チャネル出
力を産出する。シンボル抽出器が存在する実施例において、一次チャネルを追跡するフィ
ンガ９８０の一次チャネル出力は一次シンボル抽出器（例えば図９の９６２ａ）の出力で
あり、二次チャネルを追跡するフィンガ９８０の二次チャネル出力は二次シンボル抽出器
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（例えば図９の９６２ｂ）の出力である。シンボル抽出器が存在しない代替実施例におい
て、一次チャネル出力は一次ＩおよびＱ値（例えば９５２ａおおよび９５４ａ）であり、
二次チャネル出力は二次ＩおよびＱ値（例えば９５２ｂおよび９５４ｂ）である。
【００９１】
マルチパス信号が生じる理由を説明するために、各々がわずかに異なるＰＮオフセットす
なわち時間遅延で受信された一次または二次の信号を追跡する複数のフィンガ９８０から
の出力は加算装置９６８に供給される。加算装置９６８は各一次チャネルフィンガ９８０
により産出された二次チャネル出力を加算し、その加算値をＭＵＸ７７０に供給する。技
術に熟達した人に知られているように、加算装置９６８は、受け入れ可能なダイナミック
レンジ内に信号を維持するために信号を設計し直すこともできる。代替実施例において、
結合された推定値はＭＵＸ９７０以前に発生する必要はなく、むしろＭＵＸ９７０の後に
発生することができる。代替実施例において、加算装置９６８はＭＵＸ９７０の前段に無
い。その場合、それぞれ各一次チャネルフィンガ９８０および二次チャネルフィンガ９８
０からの一次出力および二次出力は直接ＭＵＸ９７０に供給される。
【００９２】
一実施例において、ＭＵＸ９７０は、デインタリーバ６４０を阻止するために設けられる
単一シンボルストリームにＭＵＸ９７０が配列する一次チャネルデータおよび二次チャネ
ルデータを入力として受信するマルチプレクサである。シンボル群は２つのチャネルを介
してデータを伝送するために使用される方法に従って配列される。例えば、奇数ビット群
が一次チャネル上に伝送され、偶数ビット群が二次チャネル上に伝送される例示実施例に
おいて、ＭＵＸ９７０は、一次チャネルに対応する最初に受信したシンボルの推定値の後
に二次チャネルに対応する最初に受信したシンボルの推定値が続くようにシンボル９６２
を配列する。そのような実施例において、このプロセスは繰返される。すなわち一次チャ
ネルに対応した別のシンボルが出力され、その後に二次チャネルに対応する別のシンボル
が続く。ＭＵＸ９７０により生じるシンボルストリームは図６を参照してさらに記載され
るコンボルーショナルデコーダ６５０に供給される。
【００９３】
各ボックス９８０に位置するモジュールのグループは信号基地局からの信号を追跡するた
めに使用されるフィンガを表し、その間各基地局からも受信されるかも知れないマルチパ
ス信号は考慮に入れない。簡単のために複数の信号を追跡するために使用される複数のフ
ィンガが図９に示されているが、マルチパス環境を説明するために、異なるＰＮオフセッ
トを有するさらに多くのフィンガが追加することができ、マルチパス環境において１つ以
上の基地局から複数のマルチパス信号を追跡することができることは、技術に熟達した人
は理解するであろう。
【００９４】
実施例の上記記述は、技術に熟達した人がこの発明を作成し、使用することを可能とする
ために提供される。これらの実施例に対する種々の変形は、技術に熟達した人には容易に
明白であり、ここに定義される一般的な原理は、発明力の使用なしに他の実施例に適用で
きる。さらに、ここに開示された種々の方法は、発明力の使用なしにいかなる態様におい
ても互いに結合することができる。従って、この発明はここに示した実施例に限定される
ことを意図したものではなく、開示された原理と新規な特徴に一致する最も広い範囲に一
致する。
【図面の簡単な説明】
【図１】　図１は無線通信システムにおいて信号を符号化するのに適した一般的な情報ビ
ットストリームエンコーダシステムを示す。
【図２】　図２は無線通信システムにおいて、情報を伝送するための方法のブロック線図
表示を示す。
【図３】　図３は必要な信号を供給するために下位コードのパンクチャリング(puncturin
g)を用いた符号発生器システムを示す。
【図４】　図４はこの発明の方法が有利に適用される無線通信システムを示す。



(21) JP 4880169 B2 2012.2.22

【図５】　図５は無線通信システムにおいて情報を伝送するための方法の代替ブロック線
図表示を示す。
【図６】　図６は遠隔局の簡単化された説明図を示すブロック図である。
【図７】　図７はデジタル復調器およびウオルシュ逆拡散装置の一部のブロック図である
。
【図８】　図８はドット積発生器の例示実施例のブロック図である。
【図９】　図９はデジタル復調器およびウオルシュ逆拡散装置の一部のブロック図である
。

【図１】 【図２】
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